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大規模施設整備事業事前評価調書の概要 

（岩手県立農業大学校施設整備事業） 

担当部課：農林水産部農業普及技術課 

 

１ 事業概要（所在市町村：金ケ崎町） 

○事業目的： 

老朽化が著しい農業大学校（金ケ崎町）の管理棟・教育棟と、農業科学博物館（北上市）を効率性・

経済性の観点から一体的に整備し、農業大学校の教育・研修機能の向上に加え、岩手の農業に関する

資料の展示や学習の場の提供など、農業大学校の魅力向上を図る。 

○事業内容： 

 ア 建設予定地 

   農業大学校の現在地（県有地） 

 イ 敷地面積 

   84,022.0㎡ 

 ウ 施設規模（基本構想後） 

区分 主な部屋等 延床面積（㎡） 

管理 
職員室、校長室等 353.9 

保健室、更衣室、倉庫、機械室等 302.9 

教育 講義室、大講義室 624.0 

共用（学生・農業者等） 調理実習室、展示室 195.8 

その他 廊下、トイレ等 448.2 

合計 1,924.8 

   ※構造、階数は今後検討。 

○事業期間：令和８年度 ～ 令和 17年度 

○総事業費：2,685百万円 

○経  緯 

 ア 岩手県立農業大学校 

・ 大正 ６年  農事試験場の練習生制度として発足 

・ 昭和 24年 農業講習所と改称 

・ 昭和 41年 農業短期大学校と改称 

・ 昭和 56年 農業短期大学校（現滝沢市）、蚕業講習所（現奥州市）及び六原営農大学校（金ケ 

崎町）を統合し、農業短期大学校を金ケ崎町に設置 

・ 平成 ８年 農業大学校と改称 

・ 平成 17年 農業研修センターを設置 

・ 平成 19年 学校教育法に基づく専修学校に移行  

  ※ 管理棟・教育棟は、昭和 41年から昭和 58年に供用開始（築 42～59年経過） 

  イ 岩手県立農業科学博物館 

   ・ 昭和 47年 旧農業博物館供用開始（現滝沢市） 

・ 平成 11年 農業科学博物館を北上市に設置し供用開始 

ウ 検討状況 

・ 令和 ７年６月 外部有識者による「岩手県立農業大学校基本構想等策定検討懇談会（以下「検

討懇談会」という。）」を設置 

第１回検討懇談会を開催し、「岩手県立農業大学校の機能強化に向けた基本構

想（素案）」について意見交換 
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・ 同 ９月  第２回検討懇談会を開催し、「岩手県立農業大学校の機能強化に向けた基本構

想（最終案）」、「岩手県立農業大学校等の機能強化に向けた施設整備の方向性」

について意見交換 

・ 同  10月 「岩手県立農業大学校の機能強化に向けた基本構想」の策定 

・ 同  11月 第３回検討懇談会を開催し、「岩手県立農業大学校整備基本計画（案）」につい

て意見交換 

２ 事業の必要性等 

〇 農業大学校の管理棟・教育棟は老朽化が進んでおり、雨漏りや漏水などが頻発している。また、令

和６年度には敷地内全域で大規模停電が発生しており、施設・設備の更新が必要である。さらに、近

年の夏季高温の下、エアコンの無い教室や事務室の学習・執務環境となっているが、エアコンの整備

には、建物の構造や断熱性、電気設備の増設などの観点で、建物全体の建替えが必要である。 

○ 農業科学博物館の主要棟は築 26年で、電気設備（キュービクル施設）や外壁、屋根の改修等に多額

の費用が見込まれている中で、入館料収入が低迷していることも踏まえ、ハードとソフトの両面で持

続可能な運営体制の見直しが必要となっている。このため、農業大学校との一体的な整備により、施

設の効率化と魅力向上に取り組む必要がある。

３ 環境保全と景観への配慮 

〇 地球温暖化の要因となる二酸化炭素の発生を抑制するため省エネルギー技術を積極的に採用し、外

部に対する環境負荷を抑制する。 

〇 自然環境及び周辺環境や地域の歴史に十分配慮するため、施設の形状や色などについて周辺環境や

景観に配慮する。 

４ 総合評価 

  農業大学校は、教育目標として「農業・農村が必要とする高度な専門知識と技術、幅広い教養、国際

性を身につけた有能な農業の担い手となり、地域社会を発展させる上でリーダー的役割を担いうる農業

青年を輩出すること」を掲げ、これまでに 3,000 人を超える卒業生を輩出するなど、本県農業の担い手

である青年農業者の育成に重要な役割を果たしており、今後も同様の役割が期待されるが、施設・設備

の老朽化やスマート農業等のカリキュラムの充実など学生等のニーズに対応した教育環境の改善が課題

であることから、早急な事業実施の必要性が認められる。 

  施設計画については、施設規模は、近年建設した他県農業大学校などを参考としており、整備予定地

は、農業大学校の学生寮や食堂、実習施設やほ場、農業者研修施設のある現在地とし、農業大学校の教

育・研修機能の向上に加え、農業に関する資料の展示や研修、学習の場の提供など、農業大学校の魅力

向上を図る計画となっていることから、内容は妥当である。 

さらに、環境や景観への影響についても支障となる要因は認められない。 

以上から「事業実施」が適当である。 
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様式１の２ 大規模施設整備事業 事前評価調書（基本構想作成後） 
令和７年 10月 31 日作成 

施設の名称 岩手県立農業大学校 

担当部課名 農林水産部農業普及技術課 建設予定地 金ケ崎町 

県の計画との関連 

計画：いわて県民計画（2019～2028） 
（政策）Ⅲ 教育 
（政策項目）18 地域に貢献する人材を育てます

 （具体的な推進方策）④農林水産業の将来を担う人材の育成 
（政策）Ⅳ 仕事・収入 
（政策項目）36 意欲と能力のある経営体を育成し、農林水産業の振興を図ります 
（具体的な推進方策）②農林水産業の次代を担う意欲ある新規就業者の確保・育成 

計画：いわて農業生産強化ビジョン 
第 6章 産地づくりを支える人材の確保・育成 
（具体的な取組）農業の次代を担う意欲ある新規就農者の確保・育成 

事

業

概

要

(1) 事業目的

老朽化が著しい農業大学校（金ケ崎町）の管理棟・教育棟と、農業科学博物館（北上市）

を効率性・経済性の観点から一体的に整備し、農業大学校の教育・研修機能の向上に加え、

岩手の農業に関する資料の展示や学習の場の提供など、農業大学校の魅力向上を図る。 

(2) 事業の特徴

農業大学校の管理棟及び教育棟と、農業科学博物館を一体的に整備することにより、県財

政負担の軽減や施設の機能向上を図る。 

(3) 事業目標

ア 目標

指標名 基準年次 基準値 目標年次 目標値 

施設の供用開始 - - 令和 12年度 - 

【参考】いわて県民計画（2019～2028） 第２期アクションプランの関連指標 

指標名 基準年次 基準値 目標年次 目標値 

新規就農者数（人） 令和３年 277 令和８年度 280 

イ 目標の選定理由及び目標値の設定根拠

令和７年度に策定予定としている「岩手県立農業大学校整備基本計画」において想定して

いる供用開始年度をもとに設定した。 

(4) 事業実施の背景となる社会経済情勢

次の社会経済情勢を踏まえ、令和７年７月に策定した「いわて農業生産強化ビジョン」で

は、施策推進の柱の一つに、「産地づくりを支える人材の確保・育成」を掲げ、具体的な取組

として、「農業大学校の更なる機能強化を図り、高度な専門知識や技術・経営に関する実践的

教育等を通じて、地域社会の持続的な発展を担うリーダーとなる青年農業者の育成に取り組

むとともに、農業者の経営発展段階に応じた農業研修の充実を図り、本県農業の核となる担

い手の育成に取り組むこと」を盛り込んでいる。 

ア 農業従事者の見通し

・ 本県の基幹的農業従事者数は、令和２年度の 44,458人から、令和 17年度に 18,900人

まで減少することが予想される一方で、雇用従事者数は、令和２年度の 11,529人から、

令和 17年度には 13,300人に増加すると予想されている。  

イ 社会経済情勢の変化

・ ＣＰＴＰＰ(環太平洋連携協定)やＥＰＡ(経済連携協定)、日米貿易協定、ＲＣＥＰ協

定（地域的な包括経済連携協定）等、経済のグローバル化の流れが一段と加速している。 

・ 農業分野において、国際的な視野で地域社会を支え、新たな活力を見出すグローバル

人材の育成が重要である。 

3



事 

業 

概 

要 

ウ 農業政策を巡る動向

・ 国では、農林漁業及び食品産業の持続的な発展を図るため、令和４年に、みどりの食

料システム法を制定し、みどり認定制度を創設している。県では、令和５年３月に市町

村と共同で、「岩手県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画」を策定し、

関係機関・団体等と連携し、みどり認定の取得を推進している。

・ 国では、食料・農業・農村をめぐる情勢変化に対応し、食料安全保障の確保や、みど

りの食料システムの確立、農業の持続的な発展のための生産性向上等を図るため、令和

６年に、食料・農業・農村基本法を四半世紀ぶりに改正している。 

(5) これまでの経緯 ※ 事業決定の経緯、検討委員会での検討状況など

ア 農業大学校

・ 大正 ６年  農事試験場の練習生制度として発足

・ 昭和 24年 農業講習所と改称

・ 昭和 41年 農業短期大学校と改称

・ 昭和 56年 農業短期大学校（現滝沢市）、蚕業講習所（現奥州市）及び六原営農大学

校（金ケ崎町）を統合し、農業短期大学校を金ケ崎町に設置 

・ 平成 ８年 農業大学校と改称

・ 平成 17年 農業研修センターを設置

・ 平成 19年 学校教育法に基づく専修学校に移行

※ 管理棟・教育棟は、昭和 41年から昭和 58年に供用開始（築 42～59年経過）

イ 農業科学博物館

・ 昭和 47年 旧農業博物館供用開始（現滝沢市）

・ 平成 11年 農業科学博物館を北上市に設置し供用開始

ウ 検討状況

・ 令和７年６月 外部有識者による「岩手県立農業大学校基本構想等策定検討懇談会

（以下「検討懇談会」という。）」を設置 

第１回検討懇談会を開催し、「岩手県立農業大学校の機能強化に向け

た基本構想（素案）」について意見交換 

・ 同  ９月 第２回検討懇談会を開催し、「岩手県立農業大学校の機能強化に向け

た基本構想（最終案）」、「岩手県立農業大学校等の機能強化に向けた

施設整備の方向性」について意見交換 

・ 同  10月 「岩手県立農業大学校の機能強化に向けた基本構想」の策定 

・ 同   11月 第３回検討懇談会を開催し、「岩手県立農業大学校整備基本計画（案）」

について意見交換 

(6) 事業の内容

ア 事業主体

岩手県

イ 施設の概要及び規模（施設延べ面積、敷地面積等）

(ｱ) 建設予定地

農業大学校の現在地（胆沢郡金ケ崎町六原蟹子沢 14）

(ｲ) 敷地面積 84,022.0㎡
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事 

業 

概 

要 

(ｳ) 施設の規模

整備基本計画（案）に記載されている施設の規模であり、今後、基本設計等の過程に

より変更があり得ること。（構造、階数は今後検討） 

区分 主な部屋等 延床面積（㎡） 

管理 
職員室、校長室等 353.9 

保健室、更衣室、倉庫、機械室等 302.9 

教育 講義室、大講義室 624.0 

共用（学生・農業者等） 調理実習室、展示室 195.8 

その他 廊下、トイレ等 448.2 

合計 1,924.8 

ウ スケジュール

下記は、整備基本計画に記載されている整備スケジュールであり、今後情勢等により変

更があり得ること。 

・ 計画期間

令和 ８年度 ～ 令和 17年度 

・ 今後のスケジュール

  令和 ８年度 基本設計・実施設計 解体設計（旧寮等） 

令和 ９年度 基本設計・実施設計 解体工事（  〃  ） 

 令和 10年度     建築工事 

～令和 11年度 

 令和 12年度  供用開始 

解体設計（既存の管理棟・教育棟） 

 令和 13年度      解体工事（     〃    ） 

 令和 16年度 解体設計（農業科学博物館） 

令和 17年度  解体工事（   〃   ） 

(7) 整備事業費と収支計画

現時点における整備事業費は、基本設計前であるため、国の令和８年度新営予算単価（国土

交通省）を基に算出した概算額であり、今後、検討の過程において変更があり得る。 

ア 事業費                               （百万円） 

総事業費 用地費 本体工事費 解体工事費 設備費 その他※ 

2,685 － 1,540 721 99 325 

※設計、工事監理、地質調査、移転費、跡地整備費等

イ 年度別事業計画  （百万円） 

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15 Ｒ16 Ｒ17 

108 363 1,091 604 64 272 0 0 28 155 

ウ 財源 （百万円） 

国庫支出金 その他特定財源 一般財源 県債 

93 0 401 2,191 
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事

業

概

要

エ コスト縮減への取り組み

・ 農業大学校と農業科学博物館を一体的に整備することにより、建設費用及び維持管理費

用を抑制する。 

・ 県有の農業大学校の敷地内に整備することにより、事業費や仮校舎費用を抑制する。

・ 建物性能のＺＥＢ化等によりランニングコストを抑制する。

オ 収支計画

・ 収入見込 授業料、入学検定料、入学料等

・ 支出見込 管理運営費（光熱水費等） 人件費は別途

・ 収支計画（整備後の想定）

区分 金額 

収入見込 授業料等 10,101千円 

支出見込 管理運営費（光熱水費等） 44,112千円 

  授業料は学生定員 50人×２学年 過去３か年の実績から授業料減免等を考慮した金額 

※ 新施設共用開始初年度

※ 収支は、令和 13年度以降も同水準で推移する見込み。

【参考】現状の利用者数 定員：70人/学年 

項目 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 
５か年 
平均 

農業大学校：受験者数（人）※ 65 57 63 44 60 58 
農業大学校：入学者数（人） 46 52 51 53 40 48 
農業大学校：学生数（人） 99 96 101 102 91 98 

【参考】利用料等単価 ※受験者数：入学検定料の納付対象

・ 農業大学校 入学検定料：2,200円、入学料：5,650円、授業料：118,800円/年

事

業

の

必

要

性

(1) 事業実施の必要性

ア 県計画との関連

いわて県民計画（2019～2028）第２期アクションプランにおいて、

○ 政策項目 No.18「地域に貢献する人材を育てます」では、「農林水産業の将来を担う人

材の育成」

○ 政策項目 No.36「意欲と能力のある経営体を育成し、農林水産業の振興を図ります」で

は「農林水産業の次代を担う意欲ある新規就業者の確保・育成」

を具体的推進方策としており、 

 また、本県農業の強化を図るため策定した、いわて農業生産強化ビジョンにおいて、 

○ 第６章「産地づくりを支える人材の確保・育成」では、「県立農業大学校の機能強化」

を具体的な取組としており、当該施策を推進するため、老朽化した施設を新築整備すること

により本県農業の次代を担う意欲ある新規就農者の確保・育成を図ろうとするもの。 

イ 課題や県民のニーズとの関連

・ 農業大学校の施設は、昭和 40 年から 50 年代に整備したものが多く、老朽化が進行して

おり、管理棟や教育棟は、雨漏りや水道の漏水等が見られるほか、エアコンが未整備の教

室や事務室があることから、学習・執務環境の改善を図る必要がある。 

・ より良い教育・研修環境を提供するためには、施設の改修・整備や集約化が必要である。 

・ スマート農業などの技術革新が急速に進展する中、学生や研修生に対し、最新の技術習

得の場を提供するため、指導体制を強化していくことが必要である。 
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事 

業 

の 

必 

要 

性 

(2) 県が実施（関与）する必要性

ア 農業大学校は、農業改良助長法第７条第１項第５号に規定された農業者研修教育施設であ

り、同法に基づき、県が定める「協同農業普及事業の実施に関する方針」において、地域を

リードする農業者を養成するための中核的な機関と位置付けられるとともに、農業大学校条

例（昭和 55 年 10 月 14 日 条例第 45 号）に基づき、「地域における農業の担い手となる農

業者等を養成する」ことを目的に設置しているもの。 

イ 本県の農業・農村が必要とする高度な専門知識と技術、幅広い教養、国際性を身につけた

有能な農業の担い手となり、地域社会を発展させる上でリーダー的役割を担いうる農業青年

を育成するため、県が実施する必要がある。 

(3) 緊急に取り組む必要性

農業大学校の管理棟・教育棟は老朽化が進んでおり、雨漏りや漏水などが頻発している。ま

た、令和６年度には敷地内全域で大規模停電が発生しており、施設・設備の更新が必要である。

さらに、近年の夏季高温の下、エアコンの無い教室や事務室の学習・執務環境となっているが、

エアコンの整備には、建物の構造や断熱性、電気設備の増設などの観点で、建物全体の建替え

が必要である。 

 農業科学博物館の主要棟は築 26 年で、電気設備（キュービクル施設）や外壁、屋根の改修

等に多額の費用が見込まれている中で、入館料収入が低迷していることも踏まえ、ハードとソ

フトの両面で持続可能な運営体制の見直しが必要となっている。このため、農業大学校との一

体的な整備により、施設の効率化と魅力向上に取り組む必要がある。 

施

設

計

画

の

妥

当

性

(1) 規模の妥当性

国の基準を準用したほか、現有施設の利用状況、他県の事例や近隣施設の事例等を参考に、

各室の積み上げを行った。 

解体対象 

（用途廃止済） 

建替/集約対象※

（現状） 
整備後 

施設名 施設名等 延床面積 施設名等 延床面積 延床面積 

農業大学校 旧寮等 4,162㎡ 管理棟・教育棟 3,619㎡ 
1,924.8㎡ 

農業科学博物館 － － 博物館 1,554㎡ 

計 － 4,162㎡ － 5,173㎡ 1,924.8㎡ 

また、利用頻度の少ない室の廃止や、学生の定員の見直しと合わせた教育施設のコンパクト

化・多機能化、学生と農業者等の共用化、既存施設の活用により、延床面積を現行施設より約

3,248㎡削減し、規模の適正化を図っており、施設規模は妥当である。 

※新施設整備後に解体するもの。

【参考とした類似施設】 

・ 埼玉県農業大学校（埼玉県熊谷市：平成 27年供用開始）

・ 沖縄県立農業大学校（沖縄県宜野座村：令和６年供用開始）

・ 宮古商工高校と宮古水産高校の合築整備（宮古市：整備中）
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施

設

計

画

の

妥

当

性

(2) 代替手段との優位性（既存施設や類似施設、ソフト事業の活用等）

・ 農業大学校は、高校卒業者等を対象に「専門知識や技術・経営に関する実践教育により、

本県農業の次代を担う人材を育成すること」を目的に設置されており、農業高校や盛岡農業

高校専攻科、岩手大学農学部やいわてアグリフロンティアスクールとは、その役割をすみ分

けしており、今後も県内唯一の農業担い手の育成機関として必要であり、代替の可能性はな

い。 

・ 農業科学博物館は、県立博物館より前に設置されたものであり、農業分野の収蔵品は農業

博物館に置き、県立博物館では農業分野の収蔵品は扱わないなどのすみ分けがされているも

の。県内の多くの方々の寄贈によって集められた歴史的価値のある農具等（県有形民俗文化

財）が収蔵されており、今後も、それら文化財の保管・展示場所が必要であり、農業大学校

との集約により農業大学校の教育・研修機能の向上を図るとともに、岩手の農業に関する資

料の展示や学習の場として魅力向上が図られる。 

・ PPP/PFI 手法については、定性的評価及び定量的評価、民間事業者へのヒアリングを実施

した結果について庁内の検討会議において検討し、従来手法を選択することを決定した。 

(3) 建設予定地選定の妥当性

ア 検討した候補地

・ 現在地（農業大学校旧寮等解体跡地：胆沢郡金ケ崎町六原蟹子沢 14）

イ 選定理由

・ 敷地内には、既存の学生の生活施設（学生寮や食堂）や教育施設（体育館や図書館など）、

研修施設（農業研修館等）が整備されていること。

・ 既存の旧施設を解体することで、仮校舎や仮庁舎を設けずに建築できること。

・ 現在地（県有地）のため新たな土地の取得が不要であり、必要な面積が確保できること。 

・ 学生が地元の公民館での花壇整備や産直施設での農産物の販売など、周辺地域と密接に

連携した活動を行っているほか、農業大学校では近隣の幼稚園・保育園や小中学生の農業

体験の受入れなどの取組を行っていること。 

(4) 利用者への配慮（ユニバーサルデザイン等）

「岩手県立農業大学校整備基本計画（案）」に次の事項を盛り込み、基本設計、実施設計の段

階で具体的に計画することとしている。

・ 床段差を排除して、スムーズな施設利用を可能にする。

・ 視認性のよいわかりやすい案内サインの設置により、学生の教育環境を確保した上で、外

部利用者にも分かりやすい誘導を行う。

・ ゆとりある廊下幅やバリアフリートイレの整備により、ケガをした学生、車椅子利用者、

高齢者等にも配慮した教育施設とする。 
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環
境
保
全
と
景
観
へ
の
配
慮

(1) 環境に対する影響及び保全対策

ア 自然環境の状況や岩手県自然環境保全指針による保全区分

・ 建設予定地の現況は、農業大学校の旧学生寮等が立地している。

・ 岩手県自然環境保全指針による保全区分は、Ｄランク（二次的自然環境の中でも、比較

的人為性が強いと判断される環境を含む地域）である。 

イ 環境保全対策とそれに要する経費

・ 「岩手県立農業大学校整備基本計画（案）」では、「持続可能な脱炭素化社会の形成に向

け、県産木材を利用するほか、ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）化など温室効

果ガスの排出削減等に配慮した施設とする」こととしており、当該施設の整備を検討する

基本・実施設計の段階で具体的に計画していくことにしている。 

・ 希少な動植物の生息が確認された場合は、必要に応じて生息環境を保全する取組を実施

する。 

(2) 景観に対する影響及び配慮

「岩手県立農業大学校整備基本計画（案）」では、「建物の高さや形状・色などについて、周

辺環境や景観に配慮する」こととしている。 

建設予定地の「岩手県景観計画」における景観計画区域は、「一般地域 農山漁村景観地域」

とされている。 

総

合

評

価

(1) 総合評価

対応方針案 
事業実施 ・ 要検討 ・ その他

（ ） （ ） 

○ 総合評価に係るコメント

農業大学校は、教育目標として「農業・農村が必要とする高度な専門知識と技術、幅広い教

養、国際性を身につけた有能な農業の担い手となり、地域社会を発展させる上でリーダー的役

割を担いうる農業青年を輩出すること」を掲げ、これまでに 3,000人を超える卒業生を輩出す

るなど、本県農業の担い手である青年農業者の育成に重要な役割を果たしており、今後も同様

の役割が期待されるが、施設・設備の老朽化やスマート農業等のカリキュラムの充実など学生

等のニーズに対応した教育環境の改善が課題であることから、早急な事業実施の必要性が認め

られる。 

  施設計画については、施設規模は、近年建設した他県農業大学校などを参考としており、整

備予定地は、農業大学校の学生寮や食堂、実習施設やほ場、農業者研修施設のある現在地とし、

農業大学校の教育・研修機能の向上に加え、農業に関する資料の展示や研修、学習の場の提供

など、農業大学校の魅力向上を図る計画となっていることから、内容は妥当である。 

さらに、環境や景観への影響についても支障となる要因は認められない。 

以上から「事業実施」が適当である。 

(2) 要検討、その他の場合対応案

※ 評価対象事業の位置図、計画平面図等を添付すること。

※ 本様式は、標準的な評価項目を示したものであり、事前評価を行う際には、施設の特性に応

じて項目の追加や省略、修正するなど適切な評価項目を検討すること。 
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位 置 図国土地理院地図電子国土WEBより

事業の特徴

農業大学校の管理棟及び
教育棟と、農業科学博物館
を一体的に整備することに
より、県財政負担の軽減や
施設の機能向上を図る。

●施設
農業科学博物館
●現所在地
北上市飯豊
【利用者】
県民等
【機能】
農業に関する資料
の展示や研修、学習
の場の提供など

●施設
農業大学校

●現所在地
金ケ崎町六原

【利用者】
・ 学生
・ 農業研修生（就農希
望者、新規就農者、農
業者等）

【機能】
・ 専門知識や技術・経
営に関する実践教育

・ 農業者の経営発展段
階に応じた研修

岩手県立農業大学校施設整備事業の概要

集約
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○解体する施設

旧体育館 853㎡

旧敬明寮 883㎡

旧敬明寮東 955㎡

旧秀峰寮 1,211㎡

旧秀峰寮浴室 120㎡

旧ボイラー室 140㎡

計 4,162㎡

○建替え、整備する施設

管理棟 881㎡

教室 1,068㎡

教室（研修用教室） 558㎡

大教室 501㎡

調理実習棟 413㎡

加工実習棟 198㎡

計 3,619㎡

農業科学博物館

（北上市）

約 1,554㎡

集約

管理棟
教育棟

○集約後、解体する施設

建物 延床面積 建物 延床面積 旧体育館 853㎡ 本館（管理棟） 881㎡

旧敬明寮 883㎡ 教室 1,068㎡ 

旧敬明寮東 955㎡ 教室（研修用教室・旧図書室） 558㎡ 

旧秀峰寮 1,211㎡ 大教室 501㎡ 

旧秀峰寮浴室 120㎡ 調理実習棟 413㎡ 

旧ボイラー室 140㎡ 加工実習棟 198㎡ 

計 4,162㎡ 計 3,619㎡ 

農業科学博物館

（北上市）

約 1,554㎡ 

集約 

本館（管理棟） 教室棟 

《施設整備の流れ》 

① 整備予定地の旧寮等を解体（青）後、

② 農大・農業科学博物館を集約整備（緑）し、

③ 本館・教室、博物館等は新施設への移転後に解体

（赤）する。

○集約後、解体する施設

○解体する施設 ○建替え、整備する施設

①

②

③

《施設整備の流れ》
① 整備予定地の旧寮等を解体（点線）後、
② 農大・農業科学博物館を移転集約（実線）し、
③ 管理棟・教育棟、博物館は新施設への移転後に解体（二重破線)

岩手県立農業大学校施設整備事業 配置イメージ
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